
第８４号議案 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２１年５月２９日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 足立区事務手数料条例（昭和３３年足立区条例第１号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第６条中「別表」を「別表第１から別表第５まで」に改める。 

 別表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第６条関係） 

 区民関係 

事務 手数料の名称 種別・単位 額 徴収時期

１ 道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５

号）第３４条第２項の

規定（同法第７３条第 

２項において準用する

場合を含む。）に基づ 

く自動車の臨時運行の

許可の申請に対する審

査 

臨時運行許可

申請手数料 

１両につき ７５０円 許可申請

のとき 

２ 戸籍法（昭和２２年 

法律第２２４号）第１

０条第１項若しくは第

１０条の２第１項から

第５項まで（これらの

規定を同法第１２条の

２において準用する場

合を含む。）、第４８

条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同

法 第 １ １ ７ 条 に お い 

て 準 用 す る 場 合 を 含 

む。）、第１２０条第

１項又は第１２６条の

規定に基づく証明 

戸籍証明交付

手数料 

（１） 戸籍の

謄本若しくは

抄本又は磁気

ディスク（こ

れに準ずる方

法により一定

の事項を確実

に記録するこ

とができる物

を含む。以下

同 じ 。 ） を

もって調製さ

れた戸籍に記

録されている

事項の全部若

しくは一部を

証明した書面

の交付 

 １通につき 

４５０円 交付申請

のとき 

  （２） 戸籍に

記載した事項

に関する証明

証明事項１件

につき 

３５０円  

  （３） 除かれ

た戸籍の謄本

若しくは抄本

７５０円  



又は磁気ディ

スクをもって

調製された除

かれた戸籍に

記録されてい

る事項の全部

若しくは一部

を証明した書

面の交付 

１通につき 

  （４） 除かれ

た戸籍に記載

した事項に関

する証明 

証明事項１件

につき 

４５０円  

  （５） 届出若

しくは申請の

受理の証明書

又は戸籍法第

４８条第２項

（同法第１１

７条において

準用する場合

を含む。）の

書類に記載し

た事項の証明

書の交付 

１通につき 

３５０円。

ただし、婚

姻、離婚、

養子縁組、

養子離縁又

は認知の届

出の受理に

ついて、請

求により法

務省令で定

める様式に

よる上質紙

を用いる場

合にあって

は、１，４

００円とす

る。 

 

３  戸籍法第４８条第２ 

項（同法第１１７条に

おいて準用する場合を 

戸籍届書等の

閲覧手数料 

書類１件につき ３５０円 閲覧申請

のとき 

 含む。）の書類の閲覧     

 



 別表第１の次に次の４表を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第６条関係） 

 衛生・保健関係 

事務 手数料の名称 種別・単位 額 徴収時期

（１） ホテル

営業 

１件につき 

３万６００

円 

 

許可申請

のとき 

（２） 旅館営

業  

１件につき 

３万６００

円 

 

（３） 簡易宿

泊所営業 

１件につき 

１万６，５

００円 

 

１  旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）第

３条第１項の規定に基

づく旅館業の許可の申

請に対する審査 

旅館業許可申

請手数料 

（４） 下宿営

業  

１件につき 

１万６，５

００円 

 

２  旅館業法第３条の２

第１項又は第３条の３

第１項の規定に基づく

旅館業の許可を受けた

地位の承継の承認申請

に対する審査 

旅館業の許可

を受けた地位

の承継の承認

申請手数料 

１件につき ９，７００

円 

承認申請

のとき 

３ 興行場法（昭和２３

年法律第１３７号）第

２条第１項に基づく興

行場の許可の申請に対

する審査 

興行場許可申

請手数料 

（１） 常設の

興行場 

営業１件につ

き 

（２） 臨時又

は仮設構造に

よる興行場 

営業１件につ

き 

２万７００

円 

 

 

１万３，５

００円 

許可申請

のとき 

４ 理容師法（昭和２２

年法律第２３４号）第 

１１条の２の規定に基

づく理容所の検査又は

美容師法（昭和３２年 

法律第１６３号）第１ 

２条の規定に基づく美 

理容所又は美

容所の検査手

数料 

１件につき ２万４，０

００円 

開設の届

出のとき

容所の検査     

５  クリーニング業法（ クリーニング １件につき ２万４，０ 開設の届



 昭和２５年法律第２０

７号）第５条の２の規

定に基づくクリーニン

グ所の検査 

所検査手数料  ００円 出のとき

６ 公衆浴場法（昭和２

３年法律第１３９号）

第２条第１項の規定に

基づく浴場業の許可の

申請に対する審査 

浴場業許可申

請手数料 

１件につき ３万６００

円 

許可申請

のとき 

７ 温泉法（昭和２３年

法律第１２５号）第１

５条第１項の規定に基

づく温泉の利用の許可

の申請に対する審査 

温泉利用許可

申請手数料 

１件につき ３万５，０

００円 

許可申請

のとき 

８ 温泉法第１６条第１

項又は第１７条第１項

の規定に基づく温泉の

利用の許可を受けた地

位の承継の承認申請に

対する審査 

温泉利用許可

を受けた地位

の承継の承認

申請手数料 

１件につき ９，７００

円 

承認申請

のとき 

９ 足立区プールの衛生

管理に関する条例（昭

和５０年足立区条例第

７号）第３条第１項の

規定に基づくプール経

営の許可の申請に対す

る審査 

プール経営許

可申請手数料

１件につき １万６，９

００円 

許可申請

のとき 

１０ 食品衛生法（昭和 

２２年法律第２３３号）

第５２条第１項及び食 

飲食店営業許

可申請手数料

（１） 飲食店

（移動飲食店

又は臨時飲食

 許可申請

のとき 

店を除く。）

営業 

  

新規の場合 

１件につき 

１万８，３

００円 

 

品衛生法施行令（昭和 

２８年政令第２２９号）

第３５条の規定に基づ

く飲食店営業の許可の

申請に対する審査 

 

更新の場合 

１件につき 

（２） 移動飲

食店営業又は

臨時飲食店営

業 

８，９００

円 

 



  新規の場合 

１件につき 

更新の場合 

１件につき 

５，６００

円 

２，７００

円 

 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万１，５

００円 

許可申請

のとき 

１１ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく喫茶店営業

の許可の申請に対する

審査 

喫茶店営業許

可申請手数料

（２） 更新の

場合 

１件につき 

５，７００

円 

 

１２ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく菓子製造業

の許可の申請に対する

審査 

菓子製造業許

可申請手数料

（１） 菓子製

造業（移動菓

子製造業又は

臨時菓子製造

業を除く。）

新規の場合 

１件につき 

更新の場合 

１件につき 

（２） 移動菓

子製造業又は

臨時菓子製造

業 

新規の場合 

１件につき 

更新の場合 

１件につき 

 

 

 

 

 

１万６，８

００円 

８，４００

円 

 

 

 

 

５，５００

円 

２，７００

円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万６，８

００円 

許可申請

のとき 

１３ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づくあん類製造

業の許可の申請に対す

る審査 

あん類製造業

許可申請手数

料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

８，４００

円 

 

１４ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づくアイスクリ

ーム類製造業の許可の

申請に対する審査 

アイスクリー

ム類製造業許

可申請手数料

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万６，８

００円 

 

８，４００

円 

許可申請

のとき 

１５ 食品衛生法第５２ 乳処理業許可 （１） 新規の ２万５，２ 許可申請



場合 

１件につき 

００円 のとき 条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく乳処理業の

許可の申請に対する審

査 

申請手数料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

１６ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく特別牛乳搾

取処理業の許可の申請

に対する審査 

特別牛乳搾取

処理業許可申

請手数料 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

 

１万２，６

００円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

１７ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく乳製品製造

業の許可の申請に対す

る審査 

乳製品製造業

許可申請手数

料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万１，５

００円 

許可申請

のとき 

１８ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく集乳業の許

可の申請に対する審査 

集乳業許可申

請手数料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

５，７００

円 

 

１９ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく乳類販売業

の許可の申請に対する

審査 

乳類販売業許

可申請手数料

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万１，５

００円 

 

５，７００ 

円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

２０ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく食肉処理業

の許可の申請に対する

審査 

食肉処理業許

可申請手数料

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

２１ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく食肉販売業

の許可の申請に対する 

食肉販売業許

可申請手数料

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１万１，５

００円 

 

５，７００

円 

許可申請

のとき 



審査  １件につき   

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

２２ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく食肉製品製

造業の許可の申請に対

する審査 

食肉製品製造

業許可申請手

数料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万１，５

００円 

許可申請

のとき 

２３ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく魚介類販売

業の許可の申請に対す

る審査 

魚介類販売業

許可申請手数

料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

５，７００

円 

 

２４ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく魚介類せり

売営業の許可の申請に

対する審査 

魚介類せり売

営業許可申請

手数料 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

 

１万２，６

００円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万９，２

００円 

許可申請

のとき 

２５ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく魚肉ねり製

品製造業の許可の申請

に対する審査 

魚肉ねり製品

製造業許可申

請手数料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

９，６００

円 

 

２６ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく食品の冷凍

又は冷蔵業の許可の申

請に対する審査 

食品の冷凍又

は冷蔵業許可

申請手数料 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

 

１万２，６

００円 

許可申請

のとき 

２７ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく食品の放射

線照射業の許可の申請

に対する審査 

食品の放射線

照射業許可申

請手数料 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

 

１万２，６

００円 

許可申請

のとき 

２８ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生 

清涼飲料水製

造業許可申請

（１） 新規の

場合 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

法施行令第３５条の規 手数料 １件につき   



 定に基づく清涼飲料水

製造業の許可の申請に

対する審査 

 （２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

２９ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく乳酸菌飲料 

製造業の許可の申請に

対する審査 

乳酸菌飲料製

造業許可申請

手数料 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万６，８

００円 

 

８，４００ 

円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

３０ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく氷雪製造業

の許可の申請に対する

審査 

氷雪製造業許

可申請手数料

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

３１ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく氷雪販売業

の許可の申請に対する

審査 

氷雪販売業許

可申請手数料

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万５，８

００円 

 

８，２００

円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

３２ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく食用油脂製

造業の許可の申請に対

する審査 

食用油脂製造

業許可申請手

数料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

３３ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づくマーガリン

又はショートニング製

造業の許可の申請に対

する審査 

マーガリン又

はショートニ

ング製造業許

可申請手数料 （２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

３４ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づくみそ製造業

の許可の申請に対する 

みそ製造業許

可申請手数料

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１万９，２

００円 

 

９，６００ 

円 

許可申請

のとき 

 審査   １件につき   
     



（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万９，２

００円 

許可申請

のとき 

３５ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく醤
しょう

油製造業

の許可の申請に対する

審査 

醤
しょう

油製造業許

可申請手数料

（２） 更新の

場合 

１件につき 

９，６００

円 

 

３６ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づくソース類製

造業の許可の申請に対

する審査 

ソース類製造

業許可申請手

数料 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万９，２

００円 

 

９，６００

円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万９，２

００円 

許可申請

のとき 

３７ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく酒類製造業

の許可の申請に対する

審査 

酒類製造業許

可申請手数料

（２） 更新の

場合 

１件につき 

９，６００

円 

 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万６，８

００円 

許可申請

のとき 

３８ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく豆腐製造業

の許可の申請に対する

審査 

豆腐製造業許

可申請手数料

（２） 更新の

場合 

１件につき 

８，４００

円 

 

３９ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく納豆製造業

の許可の申請に対する 

審査 

納豆製造業許

可申請手数料

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万６，８

００円 

 

８，４００ 

円 

許可申請

のとき 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

１万６，８

００円 

許可申請

のとき 

４０ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づくめん類製造

業の許可の申請に対す

る審査 

めん類製造業

許可申請手数

料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

８，４００

円 

 

４１ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づくそうざい製 

そうざい製造

業許可申請手

数料 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

（２） 更新の

２万５，２

００円 

 

１万２，６ 

許可申請

のとき 



造業の許可の申請に対

する審査 

 場合 

１件につき 

００円  

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

４２ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく缶詰又は瓶

詰食品製造業の許可の

申請に対する審査 

缶詰又は瓶詰

食品製造業許

可申請手数料

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

（１） 新規の

場合 

１件につき 

２万５，２

００円 

許可申請

のとき 

４３ 食品衛生法第５２

条第１項及び食品衛生

法施行令第３５条の規

定に基づく添加物製造

業の許可の申請に対す

る審査 

添加物製造業

許可申請手数

料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

１万２，６

００円 

 

４４ 東京都食品製造業

等取締条例（昭和２８

年東京都条例第１１１

号）第３条第１項の規

定に基づく行商人の鑑 

行商人の鑑札

及び記章交付

手数料 

業種ごとに １，８００

円 

届出のと

き 

札及び記章の交付     

４５ 東京都食品製造業

等取締条例第３条第３

項の規定に基づく行商

人の鑑札及び記章の再

交付 

行商人の鑑札

及び記章再交

付手数料 

１件につき １，１００

円 

届出のと

き 

（１） 新規の

場合 

業種ごとに 

１万３，２

００円 

許可申請

のとき 

４６ 東京都食品製造業

等取締条例第５条第１

項の規定に基づく製造

業等の許可の申請に対

する審査 

食品製造業等

許可申請手数

料 

（２） 更新の

場合 

業種ごとに 

７，８００

円 

 

４７ 食鳥処理の事業の 食鳥処理の事 １件につき ２万２，５ 許可申請

規制及び食鳥検査に関

する法律（平成２年法

律第７０号）第３条の

規定に基づく食鳥処理

の事業の許可の申請に

対する審査 

業の許可申請

手数料 

 ００円 のとき 

４８ 食鳥処理の事業の 食鳥処理場の １件につき １万２，０ 変更許可

規制及び食鳥検査に関 構造又は設備  ００円 申請のと



する法律第６条第１項

の規定に基づく食鳥処

理場の構造又は設備の

変更の許可の申請に対

する審査 

変更許可申請

手数料 

  き  

４９ 食鳥処理の事業の

規制及び食鳥検査に関

する法律第１５条第１

項から第３項までの規

定に基づく食鳥検査 

食鳥検査手数

料 

１羽につき ６円 検査を受

けようと

するとき

５０ 食鳥処理の事業の

規制及び食鳥検査に関

する法律第１６条第１

項の規定に基づく確認

規程の認定の申請に対

する審査 

確認規程認定

申請手数料 

１件につき ６，２００

円 

認定申請

のとき 

５１ 食鳥処理の事業の

規制及び食鳥検査に関

する法律第１６条第２ 

確認規程変更

認定申請手数

料 

１件につき ２，７００ 

円 

変更認定

申請のと

き 

項の規定に基づく確認

規程の変更の確認の申

請に対する審査 

    

（１） 新規の

場合 

１件につき 

８，０００

円 

許可申請

のとき 

５２ 東京都動物質原料

の運搬等に関する条例

（昭和３３年東京都条

例第３号）第３条の規

定に基づく動物質原料

運搬業の許可の申請に

対する審査 

動物質原料運

搬業許可申請

手数料 

（２） 更新の

場合 

１件につき 

４，０００

円 

 

５３ 東京都動物質原料

の運搬等に関する条例 

運搬容器検査

手数料 

運搬容器１個に

つき 

２００円 検査申請

のとき 

第８条の規定に基づく

運搬容器の検査 

    

５４ 東京都動物質原料

の運搬等に関する条例

第１０条第２項の規定

に基づく運搬容器の再

検査 

運搬容器再検

査手数料 

運搬容器１個に

つき 

１００円 再検査申

請のとき

５５ 東京都動物質原料 運搬容器検査 １件につき １００円 再交付申

 の運搬等に関する条例 証再交付手数   請のとき



 第１１条第１項の規定

に基づく運搬容器の検

査証の再交付 

料    

５６ 化製場等に関する

法律（昭和２３年法律

第１４０号）第３条第

１項の規定に基づく化

製場の設置許可の申請

に対する審査 

化製場設置許

可申請手数料

１件につき １万９，０

００円 

許可申請

のとき 

５７ 化製場等に関する

法律第３条第１項の規

定に基づく死亡獣畜取

扱場及び法第８条に規

定する施設の設置許可

の申請に対する審査 

死亡獣畜取扱

場及び法第８

条に規定する

施設の設置許

可申請手数料

１件につき １万円 許可申請

のとき 

５８ 化製場等に関する

法律第９条第１項の規

定に基づく動物の飼養

又は収容の許可の申請

に対する審査 

動物の飼養又

は収容の許可

申請手数料 

１件につき（１

個の施設又は同

一の構内にある

数個の施設に関

し同時に数件の

申請が行われる

場合は当該数件

の申請） 

６，０００

円 

許可申請

のとき 

５９ 狂犬病予防法（昭

和２５年法律第２４７

号）第４条第２項の規

定に基づく犬の登録及

び鑑札の交付 

犬の登録（鑑

札の交付を含

む。）手数料

１件につき ３，０００

円 

登録申請

のとき 

６０ 狂犬病予防法施行

令（昭和２８年政令第

２３６号）第１条の２ 

犬の鑑札の再

交付手数料 

１件につき １，６００

円 

再交付申

請のとき

の規定に基づく犬の鑑

札の再交付 

    

６１ 狂犬病予防法第５

条第２項の規定に基づ

く犬の狂犬病予防注射

済票の交付 

狂犬病予防注

射済票交付手

数料 

１件につき ５５０円 交付のと

き 

６２ 狂犬病予防法施行

令第３条の規定に基づ 

狂犬病予防注

射済票再交付

１件につき ３４０円 再交付の

とき 

 く犬の狂犬病予防注射 手数料    



 済票の再交付     

６３ 医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第

７条第１項の規定に基

づく診療所の開設の許

可の申請に対する審査 

診療所開設許

可申請手数料

１件につき １万９，０

００円 

許可申請

のとき 

６４ 医療法第７条第１

項の規定に基づく助産

所の開設の許可の申請

に対する審査 

助産所開設許

可申請手数料

１件につき １万５，０

００円 

許可申請

のとき 

６５ 医療法第２７条の

規定に基づく診療所の

使用許可の申請に対す

る審査 

診療所使用許

可申請手数料

（１） 実地検

査  

１件につき 

（２） （１）

以外の検査 

１件につき 

２万６，０

００円 

 

３，７００ 

円 

 

許可申請

のとき 

（１） 実地検

査  

１件につき 

２万１，０

００円 

６６ 医療法第２７条の

規定に基づく助産所の

使用許可の申請に対す

る審査 

助産所使用許

可申請手数料

（２） （１）

以外の検査 

１件につき 

３，７００

円 

許可申請

のとき 

６７ 薬事法（昭和３５

年法律第１４５号）第

４条第１項の規定に基

づく薬局開設の許可の

申請に対する審査 

薬局開設許可

申請手数料 

１件につき ３万４，１

００円 

許可申請

のとき 

６８ 薬事法第４条第２

項の規定に基づく薬局 

薬局開設許可

更新申請手数

１件につき １万２，７

００円 

更新申請

のとき 

開設の許可の更新の申

請に対する審査 

料    

６９ 薬事法第１２条第

１項の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製

造販売業の許可の申請

に対する審査 

薬局製造販売

医薬品製造販

売業許可申請

手数料 

１件につき ７，２００

円 

許可申請

のとき 

７０ 薬事法第１２条第

２項の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製 

薬局製造販売

医薬品製造販

売業許可更新

１件につき ４，４００

円 

更新申請

のとき 

造販売業の許可の更新 申請手数料    



の申請に対する審査     

７１ 薬事法第１３条第

１項の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製

造業の許可の申請に対

する審査 

薬局製造販売

医薬品製造業

許可申請手数

料 

１件につき １万３，８

００円 

許可申請

のとき 

７２ 薬事法第１３条第

３項の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製

造業の許可の更新の申

請に対する審査 

薬局製造販売

医薬品製造業

許可更新申請

手数料 

１件につき ７，６００

円 

更新申請

のとき 

７３ 薬事法第１４条第

１項の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製

造販売に係る承認申請

に対する審査 

薬局製造販売

医薬品製造販

売承認申請手

数料 

１品目につき １４０円 承認申請

のとき 

７４ 薬事法第１４条第

９項の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製

造販売に係る承認事項

の一部変更の承認申請

に対する審査 

薬局製造販売

医薬品製造販

売承認事項一

部変更申請手

数料 

１品目につき １４０円 承認申請

のとき 

７５ 薬事法第２４条第

１項の規定に基づく医

薬品の販売業の許可の

申請に対する審査 

医薬品販売業

許可申請手数

料 

１件につき ３万４，１

００円 

許可申請

のとき 

７６ 薬事法第２４条第

２項の規定に基づく医 

医薬品販売業

許可更新申請

１件につき １万２，７

００円 

更新申請

のとき 

薬品の販売業の許可の 手数料    

更新の申請に対する審

査 

    

７７ 薬事法施行令（昭 

和３６年政令第１１号）

第５条第１項の規定に 

基づく薬局製造販売医

薬品の製造販売業の許

可証の書換え交付 

薬局製造販売

医薬品製造販

売業許可証の

書換え交付手

数料 

１件につき ２，４００

円 

書換え申

請のとき

７８ 薬事法施行令第６

条第１項の規定に基づ 

薬局製造販売

医薬品製造販

１件につき ３，４００

円 

再交付申

請のとき

く薬局製造販売医薬品 売業許可証の    



の製造販売業の許可証

の再交付 

再交付手数料    

７９ 薬事法施行令第１

２条第１項の規定に基

づく薬局製造販売医薬

品製造業の許可証の書

換え交付 

薬局製造販売

医薬品製造業

許可証の書換

え交付手数料

１件につき ２，４００

円 

書換え申

請のとき

８０ 薬事法施行令第１

３条第１項の規定に基

づく薬局製造販売医薬

品製造業の許可証の再

交付 

薬局製造販売

医薬品製造業

許可証の再交

付手数料 

１件につき ３，４００

円 

再交付申

請のとき

８１ 薬事法施行令第４

５条第１項の規定に基

づく薬局開設又は医薬

品の販売業の許可証の

書換え交付 

薬局開設許可

証、医薬品販

売業許可証の

書換え交付手

数料 

１件につき ２，５００

円 

書換え申

請のとき

８２ 薬事法施行令第４

６条第１項の規定に基

づく薬局開設又は医薬

品の販売業の許可証の

再交付 

薬局開設許可

証、医薬品販

売業許可証の

再交付手数料

１件につき ３，５００

円 

再交付申

請のとき

８３ 毒物及び劇物取締

法（昭和２５年法律第

３０３号）第４条第３

項の規定に基づく毒物

又は劇物の販売業の登

録の申請に対する審査 

毒物劇物販売

業登録申請手

数料 

１件につき １万６，９

００円 

登録申請

のとき 

８４ 毒物及び劇物取締

法第４条第４項の規定

に基づく毒物又は劇物

の販売業の登録の更新

の申請に対する審査 

毒物劇物販売

業登録更新申

請手数料 

１件につき ７，４００

円 

更新申請

のとき 

８５ 毒物及び劇物取締

法施行令（昭和３０年

政令第２６１号）第３

５条の規定に基づく毒

物又は劇物の販売業の

登録票の書換え交付 

毒物劇物販売

業登録票書換

え交付手数料

１件につき ２，８００

円 

書換え申

請のとき

８６ 毒物及び劇物取締 毒物劇物販売 １件につき ４，９００ 再交付申



 法施行令第３６条の規

定に基づく毒物又は劇

物の販売業の登録票の

再交付 

業登録票再交

付手数料 

 円  請のとき

８７ 麻薬及び向精神薬

取締法（昭和２８年法

律第１４号）第３条第

１項の規定に基づく麻

薬小売業者の免許の申

請に対する審査 

麻薬小売業者

免許申請手数

料 

１件につき ４，６００

円 

免許申請

のとき 

８８ 麻薬及び向精神薬

取締法第１０条第１項

の規定に基づく麻薬小

売業者の免許証の再交

付 

麻薬小売業者

免許証再交付

手数料 

１件につき ３，２００

円 

再交付申

請のとき

８９ 臨床検査技師等に

関する法律（昭和３３

年法律第７６号）第２

０条の３第１項の規定

に基づく衛生検査所の

登録の申請に対する審

査 

衛生検査所登

録申請手数料

１件につき ８万円 登録申請

のとき 

９０ 臨床検査技師等に

関する法律施行規則（ 

昭和３３年厚生省令第

２４号）第１８条第１

項の規定に基づく衛生

検査所の登録証明書の

書換え交付 

衛生検査所登

録証明書書換

え交付手数料

１件につき ８，２００

円 

書換え申

請のとき

９１ 臨床検査技師等に

関する法律施行規則第

１９条第１項の規定に

基づく衛生検査所の登

録証明書の再交付 

衛生検査所登

録証明書再交

付手数料 

１件につき ８，２００

円 

再交付申

請のとき

９２ 臨床検査技師等に

関する法律第２０条の

４第１項の規定に基づ

く衛生検査所の登録の

変更の申請に対する審 

衛生検査所登

録変更申請手

数料 

１件につき ６万１，０

００円 

変更申請

のとき 

査     
     



９３ 死体解剖保存法（ 

昭和２４年法律第２０

４号）第１９条第１項

の規定に基づく死体の

保存の許可の申請に対

する審査 

死体保存許可

申請手数料 

１件につき ３，４００

円 

許可申請

のとき 

 

別表第３（第６条関係） 

 環境関係 

事務  手数料の名称 種別・単位  額  徴収時期

（１） 工場設

置の場合で工

場の作業場の

床面積の合計

が５００平方

メートル以下

のもの  

１件につき 

５００平方メ

ートルを超え

１，０００平

８，７００

円 

 

 

 

 

 
 
１万４，２

００円  

認可申請

のとき  

方メートル以

下のもの 

１件につき  

  

１ 都民の健康と安全を

確保する環境に関する

条例（平成１２年東京

都条例第２１５号）第

８１条第１項又は第８

２条第１項の規定に基

づく工場設置認可又は

工場変更認可の申請に

対する審査  

工場の認可申

請手数料  

１，０００平

方メートルを

超えるもの 

１件につき  

２万２００

円  
 

  （２） 工場変

更の場合 

１件につき 

７，６００

円 

 

浄化槽清掃業

許可申請手数

料  

１件につき  １万５，０

００円  
許可申請

のとき  
２ 浄化槽法（昭和５８

年法律第４３号）第３

５条第１項の規定に基

づく浄化槽清掃業の許

可等の申請に対する審

査  

浄化槽清掃業

許可証再交付

手数料  

１件につき ３，０００

円 

再交付申

請のとき



別表第４（第６条関係） 

 土木関係 

事務 手数料の名称 種別・単位 額 徴収時期

１ 東京都屋外広告物条

 例（昭和２４年東京都

 条例第１００号）第２

 ３条の規定に基づく屋

 外広告物の表示又は掲

 出の許可の申請に対す 

る審査 

屋外広告物許

可申請手数料

（１） 広告塔

面積５平方メ

ートルまでご

とにつき 

（２） 広告板

面積５平方メ

ートルまでご

とにつき 

（３） 小型広

３，２２０ 

円 

 

 

３，２２０

円 

 

 

４００円 

許可申請

のとき 

  告板 

１枚につき 

（４） はり紙 ・

はり札等 

５０枚までご

とにつき 

（５） 広告旗

１本につき 

（６） 立看板

等 

１枚につき 

（７） 電柱・

街路灯柱利用

広告 

１枚につき 

（８） 標識利

用広告 

１枚につき 

（９） 宣伝車

 １台につき 

（１０） バス

又は電車の車

体利用広告で

長方形の枠を

利用する方式

によるもの 

 １枚につき 

 

 

２，２５０

円 

 

 

４５０円 

 

４５０円 

 

 

３１０円 

 

 

 

２１０円 

 

 

４，９５０ 

円 

６１０円 

 



  （１１） （１

０）以外の車

体利用広告 

１台につき 

（１２） アド

バルーン 

１個につき 

（１３） 広告

幕 

１張につき 

（１４） アー

チ 

１基につき 

（１５） 装飾

街路灯 

１基につき 

（１６） 店頭

装飾 

１基につき 

１，９５０ 

円 

 

 

２，８５０ 

円 

 

９９０円 

 

 

１万６３０

円 

 

５，０１０

円 

 

１万９，８

００円 

 

 

別表第５（第６条関係） 

 建築・都市整備関係 

事務 手数料の名称 種別・単位 額 徴収時期

１ 都市計画法（昭和４

３年法律第１００号）

第 ２ ９ 条 又 は 附 則 第

４ 項 の 規 定 に 基 づ く

開 発 行 為 の 許 可 の 申

請に対する審査 

開発行為許可

申請手数料 

（１） 主とし

て、自己の居

住の用に供す

る住宅の建築

の用に供する

目的で行う開

発行為であっ

て、開発区域

の面積が 

 許可申請

のとき 

  ０．１ヘクタ

ール未満のと

き 

０．１ヘクタ

ール以上０．

３ヘクタール

未満のとき 

１万３，０

００円 

 

３万４，０

００円 

 



  ０．３ヘクタ

ール以上０.

６ヘクタール

未満のとき 

０．６ヘクタ

ール以上１ヘ

クタール未満

のとき 

１ヘクタール

以上３ヘクタ

ール未満のと

き 

３ヘクタール

以上６ヘクタ

ール未満のと

き 

６ヘクタール

以上１０ヘク

タール未満の

とき 

１０ヘクター

ル以上のとき

（２） 主とし

て、住宅以外

の建築物で自

己の業務の用

に供するもの

の建築又は自

己の業務の用

に供する特定

工作物の建設

の用に供する

目的で行う開

発行為であっ

て、開発区域

の面積が 

 ０．１ヘクタ

ール未満のと

き 

 ０．１ヘクタ

ール以上０．

６万５，０

００円 

 

 

１３万３，

０００円 

 

 

２０万円 

 

 

 

２６万１，

０００円 

 

 

３３万７，

０００円 

 

 

４６万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２万円 

 

 

４万６，０ 

００円 

 



  ３ヘクタール

未満のとき 

０．３ヘクタ

ール以上０．

６ヘクタール

未満のとき 

０．６ヘクタ

ール以上１ヘ

クタール未満

のとき 

１ヘクタール

以上３ヘクタ

ール未満のと

き 

３ヘクタール

以上６ヘクタ

ール未満のと

き 

６ヘクタール

以上１０ヘク

タール未満の

とき 

１０ヘクター

ル以上のとき

（３） その他

の開発行為で

あって、開発

区域の面積が

０．１ヘクタ

ール未満のと

き 

０．１ヘクタ

ール以上０．

３ヘクタール

未満のとき

０．３ヘクタ

ール以上０．

６ヘクタール

未満のとき 

０．６ヘクタ

ール以上１ヘ

 

 

１０万円 

 

 

 

１８万５，

０００円 

 

 

３０万７，

０００円 

 

 

４１万５，

０００円 

 

 

５２万１，

０００円 

 

 

７３万７，

０００円 

 

 

 

 

１３万１，

０００円 

 

１９万９，

０００円 

 

 

２９万２，

０００円 

 

 

３４万８， 

０００円 

 



  クタール未満

のとき 

１ヘクタール

以上３ヘクタ

ール未満のと

き 

３ヘクタール

以上６ヘクタ

ール未満のと

き 

 

 

５２万５，

０００円 

 

 

５９万９，

０００円 

 

  ６ヘクタール

以上１０ヘク

タール未満の

とき 

１０ヘクター

ル以上のとき

７４万６，

０００円 

 

 

１００万４，

０００円 

 

２  都市計画法第３５条

の２（同法附則第５項

において準用する場合

を含む。）の規定に基

づく開発行為の変更許

可の申請に対する審査 

開発行為変更

許可申請手数

料 

変更許可申請１

件につき 

次に掲げる

額を合算し

た額。ただ

し、その額

が１００万

４，０００

円を超える

ときは、そ

の手数料の

額は、１０

０万４，０

００円とす

る。 

（１） 開 

発行為に 

関する設 

計の変更 

（（２） 

のみに該

当する場

合 を 除 

く。）に 

ついては、

開発区域 

変更許可

申請のと

き 



   の 面 積 

（（２） 

に規定す

る変更を

伴う場合

にあって

は変更前

の開発区

域の面積、

開発区域

の縮小を

伴う場合

にあって

は縮小後

の開発区

域の面積）

に応じ前

項に規定

する額に

１０分の

１を乗じ

て得た額 

 

   （２） 新 

たな土地 

の開発区 

域への編 

入に係る 

都市計画 

法第３０ 

条第１項 

第１号か 

ら第４号 

まで（同 

法附則第 

５項にお 

いて準用 

する場合 

を含む。） 

 

   に掲げる

事項の変 

 



   更につい

ては、新

たに編入

される開

発区域の

面積に応

じ前項に

規定する

額 

（３） そ 

の他の変

更につい

ては、１ 

万５，０ 

００円 

 

３  都市計画法第４１条

第２項ただし書（同法

第３５条の２第４項（ 

同法附則第５項におい 

て 準 用 す る 場 合 を 含 

む。）及び附則第５項 

において準用する場合 

を含む。）の規定に基 

づく建築の許可の申請 

に対する審査 

市街化調整区

域内等におけ

る建築物の特

例許可申請手

数料 

１件につき ５万５，０

００円 

許可申請

のとき 

４ 都市計画法第４２条

第１項ただし書（同法

附則第５項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく建築等

の許可の申請に対する

審査 

予定建築物等

以外の建築等

許可申請手数

料 

１件につき ３万９，０

００円 

許可申請

のとき 

５ 都市計画法第４３条

の規定に基づく建築等

の許可の申請に対する

審査 

開発許可を受

けない市街化

調整区域内の

土地における

建築等許可申

請手数料 

敷地の面積が 

０．１ヘクター

ル未満のとき 

０．１ヘクター

ル以上０．３ヘ

クタール未満の

とき 

０．３ヘクター

 

１万円 

 

２万７，０

００円 

 

 

５万３，０ 

許可申請

のとき 



  ル以上０．６ヘ

クタール未満の

とき 

０．６ヘクター

ル以上１ヘクタ

ール未満のとき

１ヘクタール以

上のとき 

００円 

 

 

７万６，０

００円 

 

１２万２，

０００円 

 

６  都市計画法第４５条

（同法附則第５項にお

いて準用する場合を含

む。）の規定に基づく

開発許可を受けた地位

の承継の承認申請に対

する審査 

開発許可を受

けた地位の承

継の承認申請

手数料 

（１） 承認申

請をする者が

行おうとする

開発行為が、

主として、自

己の居住の用

に供する住宅

の建築の用に

供する目的で

行うもの又は

主として、住

宅以外の建築

物で自己の業

務の用に供す

るものの建築

若しくは自己

の業務の用に

供する特定工

作物の建設の

用に供する目

的で行うもの

であって、開

発区域の面積

が１ヘクター

ル未満のもの

である場合 

（２） 承認申

請をする者が

行おうとする

開発行為が、

主として、住

２，５００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４，０００

円 

承認申請

のとき 



  宅以外の建築

物で自己の業

務の用に供す

るものの建築

又は自己の業

務の用に供す

る特定工作物

の建設の用に

供する目的で

行うものであ

って、開発区

域の面積が１

ヘクタール以

上のものであ

る場合 

（３） 承認申

請をする者が

行 お う と す

る 開 発 行 為

が、（１）及

び（２）以外

のものである

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１万９，０

００円 

 

７  都市計画法第４７条

第５項（同法附則第５ 

項において準用する場

合を含む。）の規定に 

基づく開発登録簿の写

しの交付 

開発登録簿の

写しの交付手

数料 

用紙１枚につき ７００円 交付申請

のとき 

８ 建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号） 

第６条第４項の規定に

基づく建築物に関する

確認（当該建築物を新 

築し、増築し、又は改 

築 す る 場 合 （ １ ２ の 

項 に 掲 げ る 場 合 を 除 

く。）に係るものに限

る。）の申請に対する

審査 

建築物の建築

に関する確認

申請手数料 

確認申請１件に

つき、次に掲げ

る面積の区分の

うち、当該建築

に係る部分の床

面積の合計に該

当する区分に応

じた額とする。

ただし、当該申

請に係る計画に

建築基準法第８

 確認申請

のとき 



  ７条の２に規定

する昇降機に係

る部分が含まれ

る場合において

は、当該昇降機

１基について１

８の項に掲げる

額の手数料を加

えた額とする。

  

  ３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの 

２，０００平方

メートルを超え、

１万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５，６００

円 

９，４００

円 

 

 

１万４，０

００円 

 

 

１万９，０ 

００円 

 

 

３万５，０

００円 

 

 

４万９，０

００円 

 

 

 

１４万６，

０００円 

 

 

２４万９，

０００円 

 

 

 



  ５万平方メート

ルを超えるもの

４７万４，

０００円 

 

９  建築基準法第１８条

第３項の規定に基づく

建築物に関する計画（ 

当該建築物を新築し、

増築し、又は改築する

場合（１３の項に掲げ

る場合を除く。）に係

るものに限る。）の通

知に対する審査 

建築物の建築

に関する計画

通知手数料 

計画通知１件に

つき、次に掲げ

る面積の区分の

うち、当該建築

に係る部分の床

面積の合計に該

当する区分に応

じた額とする。

ただし、当該通

知に係る計画に

建築基準法第８

７条の２に規定

する昇降機に係

る部分が含まれ

る場合において

は、当該昇降機

１基について１

９の項に掲げる

 計画通知

のとき 

  額の手数料を加

えた額とする。

３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

 

 

５，６００

円 

９，４００

円 

 

 

１万４，０

００円 

 

 

１万９，０

００円 

 

 

３万５，０

００円 

 



  １，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの 

２，０００平方

メートルを超え、

１万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５万平方メート

ルを超えるもの

４万９，０

００円 

 

 

 

１４万６，

０００円 

 

 

２４万９，

０００円 

 

 

４７万４，

０００円 

 

１０ 建築基準法第６条

第４項の規定に基づく

建築物に関する確認の

申請に対する審査に伴

う同条第５項に規定す

る構造計算適合性判定

に係る審査 

構造計算適合

性判定手数料 

構造計算適合性

判定申請１件に

つき、次に掲げ

る面積等の区分

のうち、構造計

算適合性判定を

要する１の建築

物の床面積に該

当する区分に応

じた額の合計と

する。 

（１） １，０

００平方メー

トル以内のも

の 

ア 構造計算

が建築基準

法第２０条

第２号イに

規定するプ

ログラム又

は同条第３

号イに規定

するプログ

ラム（以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１万１，

０００円 

確認申請

のとき 



  これらを「

大臣認定プ

ログラム」

という。）

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

（２） １，０

００平方メー

トルを超え、

２，０００平

方メートル以

内のもの 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

（３） ２，０

００平方メー

トルを超え、

１万平方メー

トル以内のも

の 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

 

 

 

 

 

 

１５万９，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３万７，

０００円 

 

 

 

２１万２，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５万円 

 

 

 

 

２４万３， 

 

 



   が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

（４） １万平

方メートルを

超え、５万平

方メートル以

内のもの 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９万円 

 

 

 

 

３２万２，

０００円 

 

  （５） ５万平

方メートルを

超えるもの 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

 

 

 

３２万２，

０００円 

 

 

 

５９万円 

 

１１ 建築基準法第１８

条第３項の規定に基づ

く建築物に関する計画

の通知に対する審査に

伴う同条第４項に規定 

構造計算適合

性判定手数料 

構造計算適合性

判定申請１件に

つき、次に掲げ

る面積等の区分

のうち、構造計

 計画通知

のとき 



する構造計算適合性判

定に係る審査 

 算適合性判定を

要する１の建築

物の床面積に該

当する区分に応

じた額の合計と

する。 

（１） １，０

００平方メー

トル以内のも

の 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

（２） １，０

００平方メー

トルを超え、

２，０００平

方メートル以

内のもの 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

（３） ２，０

００平方メー

トルを超え、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１万１，

０００円 

 

 

 

１５万９，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３万７，

０００円 

 

 

 

２１万２，

０００円 

 

 

 



  １万平方メー

トル以内のも

の 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

（４） １万平

方メートルを

 

 

 

１５万円 

 

 

 

 

２４万３，

０００円 

 

  超え、５万平

方メートル以

内のもの 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

 

 

 

１９万円 

 

  により行わ

れたもの 

イ 構造計算

が大臣認定

プログラム

以外の方法

により行わ

れたもの 

（５） ５万平

方メートルを

超えるもの 

ア 構造計算

が大臣認定

プログラム

により行わ

れたもの 

 イ  構造計算

が大臣認定

プログラム

 

 

３２万２，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

３２万２，

０００円 

 

 

 

５９万円 

 



  以外の方法

により行わ

れたもの 

  

１２ 建築基準法第６条

第４項の規定に基づく 

確認を受けた

建築物の計画 

確認申請１件に

つき、８の項に

 確認申請

のとき 

建築物に関する確認（ 

確認を受けた建築物の

計画の変更をして当該

建築物を新築し、増築

し、又は改築する場合 

に係るものに限る。） 

の申請に対する審査 

の変更をする

建築物の建築

に関する確認

申請手数料 

掲げる面積の区

分のうち、当該

計画の変更に係

る部分の床面積

に２分の１を乗

じて得た面積（

床面積の増加す

る部分にあって

は当該増加する

部分の床面積）

の合計に該当す

る区分に応じた

額とする。ただ

し、当該申請に

  

  係る計画に建築

基準法第８７条

の２に規定する

昇降機に係る部

分が含まれる場

合においては、

当該昇降機１基

について１８の

項又は２０の項

に掲げる額の手

数料を加えた額

とする。 

  

１３ 建築基準法第１８

条第３項の規定に基づ

く建築物に関する計画

（適合することを認め

られた建築物の計画の

変更をして当該建築物

を新築し、増築し、又 

は改築する場合に係る

ものに限る。）の通知 

適合すること

を認められた

建築物の計画

の変更をする

建築物の建築

に関する計画

通知手数料 

計画通知１件に

つき、９の項に

掲げる面積の区

分のうち、当該

計画の変更に係

る部分の床面積

に２分の１を乗

じて得た面積（

床面積の増加す

 計画通知

のとき 



 に対する審査  る部分にあって

は当該増加する

部分の床面積）

の合計に該当す

る区分に応じた

額とする。ただ

し、当該通知に

係る計画に建築

基準法第８７条

の２に規定する

昇降機に係る部

分が含まれる場

合においては、

当該昇降機１基

について１９の

項又は２１の項

に掲げる額の手

数料を加えた額

とする。 

  

１４ 建築基準法第６条

第４項（同法第８７条 

第１項において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく建築物に関

する確認（建築物を移 

転し、その大規模の修 

繕若しくは大規模の模

様替をし、又はその用 

途を変更する場合（１ 

６の項に掲げる場合を

除く。）に係るものに 

限る。）の申請に対す 

る審査 

建築物を移転

し、その大規

模の修繕若し

くは大規模の

模様替をし、

又はその用途

を変更する建

築物の建築に

関する確認申

請手数料 

確認申請１件に

つき、８の項に

掲げる面積の区

分のうち、当該

移転、修繕、模

様替又は用途の

変更に係る部分

の床面積に２分

の１を乗じて得

た面積の合計に

該当する区分に

応じた額とする。

ただし、当該申

請に係る計画に

建築基準法第８

７条の２に規定

する昇降機に係

る部分が含まれ

る場合において

は、当該昇降機

１基について１

 確認申請

のとき 



８の項に掲げる

額の手数料を加

えた額とする。

１５ 建築基準法第１８

条第３項（同法第８７ 

建築物を移転

し、その大規 

計画通知１件に

つき、９の項に

 計画通知

のとき 

条第１項において準用

する場合を含む。）の

規定に基づく建築物に

関する計画（建築物を

移転し、その大規模の

修繕若しくは大規模の

模様替をし、又はその

用途を変更する場合（ 

１７の項に掲げる場合

を除く。）に係るもの

に限る。）の通知に対

する審査 

模の修繕若し

くは大規模の

模様替をし、 

又はその用途

を変更する建

築物の建築に

関する計画通

知手数料 

掲げる面積の区

分のうち、当該

移転、修繕、模

様替又は用途の

変更に係る部分

の床面積に２分

の１を乗じて得

た面積の合計に

該当する区分に

応じた額とする。

ただし、当該通

知に係る計画に

建築基準法第８

７条の２に規定

する昇降機に係

る部分が含まれ

る場合において

は、当該昇降機

１基について１

９の項に掲げる

額の手数料を加

えた額とする。

  

１６ 建築基準法第６条

第４項（同法第８７条 

第１項において準用す

る場合を含む。）の規 

定に基づく建築物に関

する確認（確認を受け 

た建築物の計画の変更

をして建築物を移転し、

その大規模の修繕若し

くは大規模の模様替を

し、又はその用途を変 

更する場合に係るもの

に限る。）の申請に対 

確認を受けた

建築物の計画

の変更をして

建築物を移転

し、その大規 

模の修繕若し

くは大規模の

模様替をし、 

又はその用途

を変更する建

築物の建築に

関する確認申

請手数料 

確認申請１件に

つき、８の項に

掲げる面積の区

分のうち、当該

計画の変更に係

る部分の床面積

に２分の１を乗

じて得た面積の

合計に該当する

区分に応じた額

とする。ただし、

当該申請に係る

計画に建築基準

 確認申請

のとき 



する審査  法第８７条の２

に規定する昇降

機に係る部分が

含まれる場合に

おいては、当該

昇降機１基につ

いて１８の項又

は２０の項に掲

げる額の手数料

を加えた額とす

る。 

  

１７ 建築基準法第１８

条第３項（同法第８７ 

条第１項において準用

する場合を含む。）の 

規定に基づく建築物に

関する計画（適合する 

ことを認められた建築

物の計画の変更をして

建築物を移転し、その 

大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をし、 

又はその用途を変更す

る場合に係るものに限

る。）の通知に対する 

審査 

適合すること

を認められた

建築物の計画

の変更をして

建築物を移転

し、その大規

模の修繕若し

くは大規模の

模様替をし、

又はその用途

を変更する建

築物の建築に

関する計画通

知手数料 

計画通知１件に

つき、９の項に

掲げる面積の区

分のうち、当該

計画の変更に係

る部分の床面積

に２分の１を乗

じて得た面積の

合計に該当する

区分に応じた額

とする。ただし、

当該通知に係る

計画に建築基準

法第８７条の２

に規定する昇降

機に係る部分が

含まれる場合に

おいては、当該

昇降機１基につ

いて１９の項又

は２１の項に掲

げる額の手数料

を加えた額とす

る。 

 計画通知

のとき 

１８ 建築基準法第６条

第４項の規定に基づく

昇降機（同法第８７条 

の２に規定するものに

限る。）又は同法第８ 

建築設備の設

置に関する確

認申請手数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除 

く。） 

１基につき 

９，６００

円 

 

 

 

確認申請

のとき 



７条の２において準用

する同法第６条第４項

の規定に基づく建築設

備に関する確認（建築 

設備を設置する場合（ 

２０の項に掲げる場合

を除く。）に係るもの

に限る。）の申請に対

する審査 

 （２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

（３） （１）

及び（２）以

外の１の建築

設備につき 

４，３００

円 

 

９，６００

円 

 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除 

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物専用

昇降降機 

１基につき 

９，６００

円 

 

 

 

４，３００

円 

１９ 建築基準法第１８

条第３項の規定に基づ

く昇降機（同法第８７ 

条の２に規定するもの

に限る。）又は同法第 

８７条の２において準

用する同法第１８条第

３項の規定に基づく建

築設備に関する計画（ 

建築設備を設置する場 

建築設備の設

置に関する計

画通知手数料 

（３） （１）

及び（２）以

９，６００

円 

計画通知

のとき 

合（２１の項に掲げる 

場合を除く。）に係る 

ものに限る。）の通知 

に対する審査 

 外の１の建築

設備につき 

  

２０ 建築基準法第６条

第４項の規定に基づく

昇降機（同法第８７条

の２に規定するものに

限る。）又は同法第８

７条の２において準用

する同法第６条第４項

の規定に基づく建築設

備に関する確認（確認

を受けた建築設備の計

画の変更をして建築設

備を設置する場合に係

るものに限る。）の申

請に対する審査 

確認を受けた

建築設備の計

画の変更をし

て建築設備を

設置する場合

に関する確認

申請手数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

（３） （１）

及び（２）以

外の１の建築

設備につき 

５，４００

円 

 

 

 

３，３００

円 

 

５，４００

円 

確認申請

のとき 

２１ 建築基準法第１８

条第３項の規定に基づ

く昇降機（同法第８７ 

適合すること

を認められた

建築設備の計 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除 

５，４００

円 

 

計画通知

のとき 



条の２に規定するもの

に限る。）又は同法第

８７条の２において準

用する同法第１８条第 

画の変更をし

て建築設備を

設置する場合

に関する計画 

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物

専用昇降機 

 

 

３，３００

円 

 

３項の規定に基づく建

築設備に関する計画（ 

適合することを認めら

れた建築設備の計画の

変更をして建築設備を

設置する場合に係るも

のに限る。）の通知に

対する審査 

通知手数料 １基につき 

（３） （１）

及び（２）以

外の１の建築

設備につき 

 

５，４００

円 

 

２２ 建築基準法第８８

条第１項又は第２項に

おいて準用する同法第

６条第４項の規定に基 

工作物の築造

に関する確認

申請手数料 

１件につき ８，５００

円 

確認申請

のとき 

づく工作物に関する確

認（工作物を築造する

場合（２４の項に掲げ 

    

る場合を除く。）に係

るものに限る。）の申

請に対する審査 

    

２３ 建築基準法第８８

条第１項又は第２項に

おいて準用する同法第

１８条第３項の規定に

基づく工作物に関する

計画（工作物を築造す

る場合（２５の項に掲

げる場合を除く。）に

係るものに限る。）の

通知に対する審査 

工作物の築造

に関する計画

通知手数料 

１件につき ８，５００

円 

計画通知

のとき 

２４ 建築基準法第８８

条第１項又は第２項に

おいて準用する同法第

６条第４項の規定に基

づく工作物に関する確

認（確認を受けた工作

物の計画の変更をして 

確認を受けた

工作物の計画

の変更をして

工作物を築造

する場合に関

する確認申請

手数料 

１件につき ４，３００

円 

確認申請

のとき 



工作物を築造する場合

に係るものに限る。）

の申請に対する審査 

    

２５ 建築基準法第８８ 適合すること １件につき ４，３００ 計画通知

条第１項又は第２項に

おいて準用する同法第

１８条第３項の規定に

基づく工作物に関する

計画（適合することを

認められた工作物の計

画の変更をして工作物

を築造する場合に係る

ものに限る。）の通知

に対する審査 

を認められた

工作物の計画

の変更をして

工作物を築造

する場合に関

する計画通知

手数料 

 円  のとき 

２６ 建築基準法第７条

第４項の規定に基づく

建築物に関する完了検

査（当該建築物を新築

し、増築し、又は改築 

建築物の建築

に関する完了

検査申請手数

料 

完了検査申請１

件につき、次に

掲げる面積の区

分のうち、当該

建築に係る部分

 検査申請

のとき 

する場合（３４の項に

掲げる場合を除く。）

に係るものに限る。）

の申請に対する審査 

 の床面積の合計

に該当する区分

に応じた額とす

る。ただし、当

該申請に建築基

準法第８７条の

２に規定する昇

降機に係る部分

が含まれる場合

においては、当

該昇降機１基に

ついて３０の項

に掲げる額の手

数料を加えた額

とする。 

３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１万１，０

００円 

１万２，０

００円 

 

 



以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの 

２，０００平方

メートルを超え、

 

１万６，０

００円 

 

 

２万３，０

００円 

 

 

３万７，０

００円 

 

 

５万２，０

００円 

 

 

 

１２万４，０

００円 

  １万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５万平方メート

ルを超えるもの

 

 

１９万９，

０００円 

 

 

３９万６，

０００円 

 

２７ 建築基準法第１８

条第１５項の規定に基

づく建築物に関する工

事完了（当該建築物を 

新築し、増築し、又は 

改築する場合（３５の 

項 に 掲 げ る 場 合 を 除 

く 。 ） に 係 る も の に 

限る。）の通知に対す

る審査 

建築物の建築

に関する工事

完了通知手数

料 

工事完了通知１

件につき、次に

掲げる面積の区

分のうち、当該

建築に係る部分

の床面積の合計

に該当する区分

に応じた額とす

る。ただし、当

該通知に建築基

準法第８７条の

２に規定する昇

 完了通知

のとき 



  降機に係る部分

が含まれる場合

においては、当

該昇降機１基に

ついて３１の項

  

  に掲げる額の手

数料を加えた額

とする。 

３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの 

２，０００平方

メートルを超え、

１万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５万平方メート

 

 

 

１万１，０

００円 

１万２，０

００円 

 

 

１万６，０

００円 

 

 

２万３，０

００円 

 

 

３万７，０

００円 

 

 

５万２，０

００円 

 

 

 

１２万４，

０００円 

 

 

１９万９，

０００円 

 

 

３９万６， 

 



  ルを超えるもの ０００円  

２８ 建築基準法第７条

第４項の規定に基づく

建築物に関する完了検

査（当該建築物を移転 

建築物を移転

し、又はその

大規模の修繕

若しくは大規 

完了検査申請１

件につき、２６

の項に掲げる面

積の区分のうち、

 検査申請

のとき 

し、又はその大規模の

修繕若しくは大規模の

模様替をした場合（３

６の項に掲げる場合を

除く。）に係るものに

限る。）の申請に対す

る審査 

模の模様替を

した建築物の

建築に関する

完了検査申請

手数料 

当該移転又は修

繕若しくは模様

替に係る部分の

床面積に２分の

１を乗じて得た

面積の合計に該

当する区分に応

じた額とする。

ただし、当該申

請に建築基準法

第８７条の２に

規定する昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては、当該昇

降機１基につい

て３０の項に掲

げる額の手数料

を加えた額とす

る。 

  

２９ 建築基準法第１８

条第１５項の規定に基

づく建築物に関する工

事完了（当該建築物を

移転し、又はその大規

模の修繕若しくは大規

模の模様替をした場合

（３７の項に掲げる場

合を除く。）に係るも

のに限る。）の通知に

対する審査 

建築物を移転

し、又はその 

大規模の修繕

若しくは大規

模の模様替を

した建築物の

建築に関する

工事完了通知

手数料 

工事完了通知１

件につき、２７

の項に掲げる面

積の区分のうち、

当該移転又は修

繕若しくは模様

替に係る部分の

床面積に２分の

１を乗じて得た

面積の合計に該

当する区分に応

じた額とする。

ただし、当該通

知に建築基準法

第８７条の２に

 完了通知

のとき 



  規定する昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては、当該昇

降機１基につい

て３１の項に掲

げる額の手数料

を加えた額とす

る。 

  

３０ 建築基準法第７条

第４項の規定に基づく

昇降機（同法第８７条

の２に規定するものに

限る。）又は同法第８

７条の２において準用

する同法第７条第４項

の規定に基づく建築設

備に関する完了検査（ 

３８の項に掲げる場合

を除く。）の申請に対

する審査 

建築設備の設

置に関する完

了検査申請手

数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

（３） （１）

及び（２）以

外の１の建築

設備につき 

１万３，０

００円 

 

 

 

８，６００

円 

 

１万３，０

００円 

検査申請

のとき 

３１ 建築基準法第１８

条第１５項の規定に基

づく昇降機（同法第８

７条の２に規定するも

のに限る。）又は同法

第８７条の２において

準用する同法第１８条

第１５項の規定に基づ

く建築設備に関する工

事完了（３９の項に掲

げる場合を除く。）の

通知に対する審査 

建築設備の設

置に関する工

事完了通知手

数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

（３） （１）

及び（２）以

外の１の建築

設備につき 

１万３，０

００円 

 

 

 

８，６００

円 

 

１万３，０

００円 

完了通知

のとき 

３２ 建築基準法第８８

条第１項又は第２項に

おいて準用する同法第

７条第４項の規定に基

づく工作物に関する完

了検査の申請に対する 

工作物の築造

に関する完了

検査申請手数

料 

１件につき ９，６００

円 

検査申請

のとき 



 審査     

３３ 建築基準法第８８

条第１項又は第２項に

おいて準用する同法第

１８条第１５項の規定

に基づく工作物に関す

る工事完了の通知に対

する審査 

工作物の築造

に関する工事

完了通知手数

料 

１件につき ９，６００

円 

完了通知

のとき 

３４ 建築基準法第７条

第４項の規定に基づく

建築物に関する完了検

査（当該建築物を新築、

増築又は改築した場合

に係るものに限る。）

の申請（当該申請が同

法第７条の３第１項の

特定工程に係る建築物

についてされるもので

ある場合に限る。３６

の項において同じ。） 

中間検査を受

けた建築物の

新築、増築又 

は改築に関す

る完了検査申

請手数料 

完了検査申請１

件につき、次に

掲げる面積の区

分のうち、当該

新築、増築又は

改築に係る部分

の床面積の合計

に該当する区分

に応じた額とす

る。ただし、当

該申請に建築基

準法第８７条の

 検査申請

のとき 

に対する審査  ２に規定する昇

降機に係る部分

が含まれる場合

においては、当

該昇降機１基に

ついて３０の項

又は３８の項に

掲げる額の手数

料を加えた額と

する。 

３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９，９００

円 

１万１，０

００円 

 

 

１万５，０

００円 

 

 

 



２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

２万１，０

００円 

 

 

３万６，０ 

  トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの 

２，０００平方

メートルを超え、

１万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５万平方メート

ルを超えるもの

００円 

 

 

４万９，０

００円 

 

 

 

１１万５，

０００円 

 

 

１８万６，

０００円 

 

 

３８万３，

０００円 

 

３５ 建築基準法第１８

条第１５項の規定に基

づく建築物に関する工

事完了（当該建築物を 

新築、増築又は改築し 

た場合に係るものに限

る。）の通知（当該通 

知が同法第７条の３第

１項の特定工程に係る

建築物についてされる

ものである場合に限る。

３ ７ の 項 に お い て 同 

じ。）に対する審査 

中間検査を受

けた建築物の

新築、増築又 

は改築に関す

る工事完了通

知手数料 

工事完了通知１

件につき、次に

掲げる面積の区

分のうち、当該

新築、増築又は

改築に係る部分

の床面積の合計

に該当する区分

に応じた額とす

る。ただし、当

該通知に建築基

準法第８７条の

２に規定する昇

降機に係る部分

が含まれる場合

においては、当

該昇降機１基に

 完了通知

のとき 



  ついて３１の項

又は３９の項に

掲げる額の手数

料を加えた額と

する。 

３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

 

 

 

 

 

９，９００

円 

１万１，０

００円 

 

 

１万５，０

００円 

 

 

２万１，０

００円 

 

 

３万６，０ 

 

  トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの 

２，０００平方

メートルを超え、

１万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５万平方メート

ルを超えるもの

００円 

 

 

４万９，０

００円 

 

 

 

１１万５，

０００円 

 

 

１８万６，

０００円 

 

 

３８万３，

０００円 

 

３６ 建築基準法第７条

第４項の規定に基づく 

中間検査を受

けた建築物の 

完了検査申請１

件につき、３４

 検査申請

のとき 



建築物に関する完了検

査（当該建築物を移転

し、又はその大規模の 

修繕若しくは大規模の

模様替をした場合に係

るものに限る。）の申

請に対する審査 

移転、大規模 

の修繕又は大

規模の模様替

に関する完了

検査申請手数

料 

の項に掲げる面

積の区分のうち、

当該移転、修繕

又は模様替に係

る部分の床面積

に２分の１を乗

じて得た面積の

合計に該当する

区分に応じた額

とする。ただし、

当該申請に建築

基準法第８７条

の２に規定する

昇降機に係る部

分が含まれる場

合においては、

当該昇降機１基

について３０の

項又は３８の項

に掲げる額の手

数料を加えた額

とする。 

  

３７ 建築基準法第１８

条第１５項の規定に基

づく建築物に関する工

事完了（当該建築物を 

移転し、又はその大規 

模の修繕若しくは大規

模の模様替をした場合

に係るものに限る。） 

の通知に対する審査 

中間検査を受 

けた建築物の 

移転、大規模 

の修繕又は大 

規模の模様替 

に関する工事 

完了通知手数 

料 

工事完了通知１

件につき、３５

の項に掲げる面

積の区分のうち、

当該移転、修繕

又は模様替に係

る部分の床面積

に２分の１を乗

じて得た面積の

合計に該当する

区分に応じた額

とする。ただし、

当該通知に建築

基準法第８７条

の２に規定する

昇降機に係る部

分が含まれる場

合においては、

 完了通知

のとき 



  当該昇降機１基

について３１の

項又は３９の項

に掲げる額の手

数料を加えた額

とする。 

  

３８ 建築基準法第７条

第４項の規定に基づく

昇降機（同法第８７条 

の２に規定するものに

限る。）に関する完了 

検査の申請（当該申請 

が同法第７条の３第１

項の特定工程に係る建

築 物 に つ い て さ れ る 

も の で あ る 場 合 に 限 

る。）に対する審査 

中間検査を受 

けた昇降機に 

関する完了検 

査申請手数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除

く。） 

１基につき

（２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

１万３，０

００円 

 

 

 

８，４００

円 

検査申請

のとき 

３９ 建築基準法第１８

条第１５項の規定に基

づく昇降機（同法第８

７条の２に規定するも

のに限る。）に関する

工事完了の通知（当該

通知が同法第７条の３

第１項の特定工程に係

る建築物についてされ

るものである場合に限

る。）に対する審査 

中間検査を受

けた昇降機に

関する工事完

了通知手数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

１万３，０

００円 

 

 

 

８，４００

円 

完了通知

のとき 

４０ 建築基準法第７条

の３第４項の規定に基

づく建築物に関する中

間検査の申請に対する

審査 

建築物の中間

検査申請手数

料 

中間検査申請１

件につき、次に

掲げる面積の区

分のうち、当該

中間検査を行う

部分の床面積の

合計に該当する

区分に応じた額

とする。ただし、

当該申請に建築

基準法第８７条

 検査申請

のとき 



  の２に規定する

昇降機に係る部

分が含まれる場

合においては、

当該昇降機１基

について４２の

項に掲げる額の

手数料を加えた

額とする。 

３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

トル以内のもの

１，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

もの 

２，０００平方

メートルを超え、

１万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５万平方メート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９，９００

円 

１万１，０

００円 

 

 

１万５，０

００円 

 

 

２万１，０

００円 

 

 

３万４，０

００円 

 

 

４万６，０

００円 

 

 

 

１０万４，

０００円 

 

 

１６万７，

０００円 

 

 

３４万１， 

 



  ルを超えるもの ０００円  

４１ 建築基準法第１８

条第１８項の規定に基

づく建築物に関する特

定工程工事終了の通知

に対する審査 

建築物に関す

る特定工程工

事終了通知手

数料 

特定工程工事終

了通知１件につ

き、次に掲げる

面積の区分のう

ち、当該特定工

程工事終了通知

を行う部分の床

面積の合計に該

当する区分に応

じた額とする。

ただし、当該通

知に建築基準法

第８７条の２に

規定する昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては、当該昇

降機１基につい

て４３の項に掲

げる額の手数料

を加えた額とす

る。 

３０平方メート

ル以内のもの 

３０平方メート

ルを超え、１０

０平方メートル

以内のもの 

１００平方メー

トルを超え、２

００平方メート

ル以内のもの 

２００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以内のもの 

５００平方メー

トルを超え、１，

０００平方メー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９，９００

円 

１万１，０

００円 

 

 

１万５，０

００円 

 

 

２万１，０

００円 

 

 

３万４，０

００円 

終了通知

のとき 



  トル以内のもの

１，０００平方

メートルを超え、

２，０００平方

メートル以内の

 

４万６，０

００円 

 

 

  もの 

２，０００平方

メートルを超え、

１万平方メート

ル以内のもの 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

内のもの 

５万平方メート

ルを超えるもの

 

１０万４，

０００円 

 

 

１６万７，

０００円 

 

 

３４万１，

０００円 

 

４２ 建築基準法第７条

の３第４項の規定に基

づく昇降機（同法第８

７条の２に規定するも

のに限る。）又は同法 

第８７条の２第１項に

おいて準用する同法第

７条の３第４項の規定

に基づく建築設備に関

する中間検査の申請に

対する審査 

建築設備の中

間検査申請手

数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

（３） （１）

及び（２）以

外の１の建築

設備につき 

１万２，０

００円 

 

 

 

８，３００

円 

 

１万２，０

００円 

検査申請

のとき 

４３ 建築基準法第１８

条第１８項の規定に基

づく昇降機（同法第８

７条の２に規定するも

のに限る。）又は同法

第８７条の２において

準用する同法第１８条

第１８項の規定に基づ

く建築設備に関する特

定工程工事終了の通知

に対する審査 

建築設備に係

る特定工程工

事終了通知手

数料 

（１） 昇降機

（小荷物専用

昇 降 機 を 除

く。） 

１基につき 

（２） 小荷物

専用昇降機 

１基につき 

（３） （１）

及び（２）以

外の１の建築

設備につき 

１万２，０

００円 

 

 

 

８，３００

円 

 

１万２，０

００円 

終了通知

のとき 



     

４４  建築基準法第８８

条第１項において準用

する同法第７条の３第

４項の規定に基づく工

作物に関する中間検査

の申請に対する審査 

工作物に関す

る中間検査申

請手数料 

１件につき ９，１００

円 

検査申請

のとき 

４５ 建築基準法第８８

条第１項において準用

する同法第１８条第１

８項の規定に基づく工

作物に関する特定工程

工事終了の通知に対す

る審査 

工作物に関す

る特定工程工

事終了通知手

数料 

１件につき ９，１００

円 

終了通知

のとき 

４６ 建築基準法第７条

の６第１項第１号（同 

法第８７条の２第１項

又は第８８条第１項若

し く は 第 ２ 項 に お い 

て 準 用 す る 場 合 を 含 

む。）の規定に基づく

仮使用の承認の申請に

対する審査 

検査済証の交

付を受ける前

における建築

物等の仮使用

承認申請手数

料 

１件につき １２万６，

０００円 

承認申請

のとき 

４７ 建築基準法第１８

条第２２項第１号（同 

法第８７条の２又は第

８８条第１項若しくは

第２項において準用す

る場合を含む。）の規 

定に基づく仮使用の承

認の申請に対する審査 

検査済証の交

付を受ける前

における建築

物等の仮使用

承認申請手数

料 

１件につき １２万６，

０００円 

承認申請

のとき 

４８ 建築基準法第４２

条第１項第５号の規定

に基づく道の位置の指

定、変更又は廃止の申

請に対する審査 

道の位置の指

定、変更又は 

廃止申請手数 

料 

１件につき ５万円 指定、変

更又は廃

止申請の

とき 

４９ 建築基準法第４３

条第１項ただし書の規

定に基づく建築の許可 

建築物の敷地

と道路の関係

の建築許可申 

１件につき ３万６，０

００円 

許可申請

のとき 



 の申請に対する審査 請手数料    

５０ 建築基準法第４４

条第１項第２号の規定

に基づく建築の許可の

申請に対する審査 

公衆便所等の

道路内におけ

る建築許可申

請手数料 

１件につき ３万６，０

００円 

許可申請

のとき 

５１ 建築基準法第４４

条第１項第３号の規定

に基づく建築の認定の

申請に対する審査 

道路内におけ

る建築認定申

請手数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

５２ 建築基準法第４４

条第１項第４号の規定

に基づく建築の許可の

申請に対する審査 

公共用歩廊等

の道路内にお

ける建築許可

申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

５３ 建築基準法第４７

条ただし書の規定に基

づく建築の許可の申請

に対する審査 

壁面線外にお

ける建築許可

申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

５４ 建築基準法第４８

条第１項ただし書、第 

２項ただし書、第３項 

ただし書、第４項ただ 

し書、第５項ただし書、 

用途地域にお

ける建築等許

可申請手数料 

１件につき １８万円 許可申請

のとき 

第６項ただし書、第７ 

項ただし書、第８項た 

だし書、第９項ただし

書、第１０項ただし書、

第１１項ただし書又は

第１２項ただし書（同 

法第８７条第２項若し

くは第３項又は第８８

条第２項において準用

する場合を含む。）の 

規定に基づく建築等の

許可申請に対する審査 

    

５５ 建築基準法第５１

条ただし書（同法第８

７条第２項若しくは第

３項又は第８８条第２ 

特殊建築物等

敷地許可申請

手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 



 項において準用する場

合を含む。）の規定に

基づく特殊建築物等の

敷地の位置の許可の申

請に対する審査 

    

５６ 建築基準法第５２

条第１０項、第１１項 

又は第１４項の規定に

基づく建築物の容積率

に関する特例の許可の

申請に対する審査 

建築物の容積

率の特例許可

申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

５７ 建築基準法第５３

条第４項の規定に基づ

く建築物の建ぺい率に

関する特例の許可の申

請に対する審査 

建築物の建ぺ

い率の特例許

可申請手数料 

１件につき ３万６，０

００円 

許可申請

のとき 

５８ 建築基準法第５３

条第５項第３号の規定

に基づく建築物の建ぺ

い率に関する制限の適

用除外に係る許可の申

請に対する審査 

建築物の建ぺ

い率に関する

制限の適用除

外に係る許可

申請手数料 

１件につき ３万６，０

００円 

許可申請

のとき 

５９ 建築基準法第５３

条の２第１項第３号又

は第４号（同法第５７ 

条 の ５ 第 ３ 項 に お い 

て 準 用 す る 場 合 を 含 

む。）の規定に基づく

建築物の敷地面積の制

限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

建築物の敷地

面積の制限の

適用除外に係

る許可申請手

数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

６０ 建築基準法第５５

条第２項の規定に基づ

く建築物の高さに関す

る特例の認定の申請に

対する審査 

建築物の高さ

の特例認定申

請手数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

６１ 建築基準法第５５

条第３項各号の規定に 

建築物の高さ

の許可申請手 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 



 基づく建築物の高さの

許可の申請に対する審

査 

数料    

６２ 建築基準法第５６ 日影による建 １件につき １６万円 許可申請

 条の２第１項ただし書

の規定に基づく建築物

の高さの許可の申請に

対する審査 

築物の高さの

特例許可申請

手数料 

  のとき 

６３ 建築基準法第５７

条第１項の規定に基づ

く建築物の高さに関す

る制限の適用除外に係

る認定の申請に対する

審査 

高架の工作物

内に設ける建

築物の高さに

関する制限の

適用除外に係

る認定申請手

数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

６４ 建築基準法第５８

条の規定に基づく東京 

高度地区内に

おける建築物 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

都市計画高度地区に定

める建築物の高さの最

高限度に関する特例の

許可の申請に対する審

査 

の高さの特例

許可申請手数

料 

   

６５ 建築基準法第５９

条第１項第３号の規定

に基づく建築物の容積

率、建ぺい率、建築面 

積又は壁面の位置に関

する特例の許可の申請

に対する審査 

高度利用地区

における建築

物の容積率、

建ぺい率、建

築面積又は壁

面の位置の特

例許可申請手

数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

６６ 建築基準法第５９

条第４項の規定に基づ

く建築物の各部分の高

さの許可の申請に対す

る審査 

高度利用地区

における建築

物の各部分の

高さの許可申

請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

６７ 建築基準法第５９

条の２第１項の規定に

基づく建築物の容積率 

敷地内に広い

空地を有する

建築物の容積 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 



 又は各部分の高さに関

する特例の許可の申請

に対する審査 

率又は各部分

の高さの特例

許可申請手数

料 

   

６８ 建築基準法第６０

条の２第１項第３号の

規定に基づく建築物の

容積率、建ぺい率、建 

築面積、高さ又は壁面 

の位置に関する制限の

適用除外に係る許可の

申請に対する審査 

都市再生特別

地区内におけ

る建築物の容

積率、建ぺい

率、建築面積、

高さ又は壁面

の位置に関す

る制限の適用

除外に係る許

可申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

６９ 建築基準法第６７

条の２第３項第２号の

規定に基づく建築物の

敷地面積の制限の適用

除外に係る許可の申請

に対する審査 

特定防災街区

整備地区内の

建築物の敷地

面積の制限の

適用除外に係

る許可申請手

数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

７０ 建築基準法第６７

条の２第５項第２号の

規定に基づく建築物の

壁面の位置に関する制

限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

特定防災街区

整備地区内の

建築物の壁面

の位置に関す

る制限の適用

除外に係る許

可申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

７１ 建築基準法第６７

条の２第９項第２号の

規定に基づく建築物の

間口率及び高さに関す

る制限の適用除外に係

る許可の申請に対する

審査 

特定防災街区

整備地区内の

建築物の間口

率及び高さに

関する制限の

適用除外に係

る許可申請手

数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

７２ 建築基準法第６８

条第１項第２号の規定 

景観地区内の 

建築物の高さ、

１件につき １６万円 許可申請

のとき 



に基づく建築物の高さ、

同条第２項第２号の規

定に基づく建築物の壁

面の位置又は同条第３

項第２号の規定に基づ

く建築物の敷地面積に

関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対

する審査 

壁面の位置又 

は敷地面積に 

関する制限の 

適用除外に係 

る許可申請手 

数料 

   

７３ 建築基準法第６８

条第５項の規定に基づ

く建築物の各部分の高

さに関する制限の適用

除外に係る認定の申請

に対する審査 

景観地区内の

建築物の各部

分の高さに関

する制限の適

用除外に係る

認定申請手数

料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

７４ 建築基準法第６８

条の３第１項の規定に

基づく建築物の容積率、

同条第２項の規定に基

づく建築物の建ぺい率

又は同条第３項の規定

に基づく建築物の高さ

に関する制限の適用除

外に係る認定の申請に

対する審査 

再開発等促進

区等内におけ

る建築物の容

積率、建ぺい 

率又は高さに

関する制限の

適用除外に係

る認定申請手

数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

７５ 建築基準法第６８

条の３第４項の規定に

基づく建築物の各部分

の高さに関する制限の

適用除外に係る許可申

請に対する審査 

再開発等促進

区等内におけ

る建築物の各

部分の高さに

関する制限の

適用除外に係

る許可申請手

数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

７６ 建築基準法第６８

条の３第７項の規定に

基づく建築物の用途に

関する制限の適用除外 

開発整備促進

区内の建築物

の用途制限の

適用除外に係 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 



 に係る認定の申請に対

する審査 

る認定申請手

数料 

   

７７ 建築基準法第６８

条の４第１項の規定に 

建築物の容積

率の最高限度 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

基づく建築物の容積率

に関する制限の適用除

外に係る認定の申請に

対する審査 

を区域の特性

に応じたもの

と公共施設の

整備の状況に

応じたものと

に区分して定

める地区計画

等の区域内に

おける建築物

の容積率に関

する制限の適

用除外に係る

認定申請手数

料 

   

７８ 建築基準法第６８

条の５の２第１項の規

定に基づく建築物の容

積率に関する特例の認

定の申請に対する審査 

防災街区整備

地区計画の区

域内の建築物

の容積率の特

例認定申請手

数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

７９ 建築基準法第６８

条の５の３第２項の規

定に基づく建築物の各

部分の高さに関する制

限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

高度利用と都

市機能の更新

とを図る地区

計画等の区域

内における建

築物の各部分

の高さに関す

る制限の適用

除外に係る許

可申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

８０ 建築基準法第６８

条の５の５第１項の規

定に基づく建築物の容

積率又は同条第２項の

規定に基づく建築物の 

区域の特性に

応じた高さ、 

配列及び形態

を備えた建築

物の整備を誘 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 



 各部分の高さに関する

制限の適用除外に係る

認定の申請に対する審

査 

導する地区計

画等の区域内

における建築

物の容積率又

は建築物の各

部分の高さに

関する制限の

適用除外に係

る認定申請手

数料 

   

８１ 建築基準法第６８

条の５の６第１項の規

定に基づく建築物の建

ぺい率の特例の認定の

申請に対する審査 

地区計画等の

区域内におけ

る建ぺい率の

特例認定申請

手数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

８２ 建築基準法第６８

条の７第５項の規定に

基づく建築物の容積率

に関する特例の許可の

申請に対する審査 

予定道路に係

る建築物の容

積率の特例許

可申請手数料 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 

８３ 建築基準法第８５

条第５項の規定に基づ

く仮設建築物の建築の

許可の申請に対する審

査 

仮設建築物建

築許可申請手

数料 

１件につき １０万８，

０００円 

許可申請

のとき 

８４ 建築基準法第８６

条第１項の規定に基づ

く１の敷地とみなすこ

と等による制限の緩和

に係る特例の認定の申

請に対する審査 

一団地内に建

築される１又

は２以上の構

えを成す建築

物の特例認定

申請手数料 

１件につき 建築物の数

が１又は２

である場合

にあっては

８万２，０

００円、建

築物の数が

３以上であ

る場合にあ

っては８万

２，０００

円に２を超

える建築物

の数に２万 

認定申請

のとき 



   ９，０００

円を乗じて

得た額を加

算した額 

 

     

８５ 建築基準法第８６

条第２項の規定に基づ

く１の敷地とみなすこ

と等による制限の緩和

に係る特例の認定の申

請に対する審査 

既存建築物を

前提として総

合的見地から

設計した建築

物の特例認定

申請手数料 

１件につき 建築物（既 

存建築物を

除く。以下 

こ の 項 に 

お い て 同 

じ。）の数 

が１である

場合にあっ

ては８万２，

０００円、 

建築物の数

が２以上で

ある場合に

あっては８

万２，００ 

０円に１を

超える建築

物の数に２

万９，００ 

０円を乗じ

て得た額を

加算した額 

認定申請

のとき 

８６ 建築基準法第８６

条第３項の規定に基づ

く１の敷地とみなすこ

と等による制限の緩和

に係る特例の許可の申

請に対する審査 

一団地内に建

築される１又

は２以上の構

えを成す建築

物の特例及び

敷地内に広い

空地を有する

建築物の各部

分の高さ又は

容積率に関す

る特例許可申

請手数料 

１件につき 建築物の数

が１又は２

である場合

にあっては

２３万８，

０００円、

建築物の数

が３以上で

ある場合に

あっては２

３万８，０

００円に２

を超える建 

許可申請

のとき 



   築物の数に

２万９，０

００円を乗

じて得た額

を加算した

額 

 

８７ 建築基準法第８６

条第４項の規定に基づ

く１の敷地とみなすこ

と等による制限の緩和

に係る特例の許可の申

請に対する審査 

既存建築物を

前提として総

合的見地から

設計した建築

物の特例及び

敷地内に広い

空地を有する

建築物の各部

分の高さ又は

容積率に関す

る特例許可申

請手数料 

１件につき 建築物（既

存建築物を

除く。以下

こ の 項 に 

お い て 同 

じ。）の数 

が１である

場合にあっ

ては２３万

８，０００

円、建築物 

の数が２以

上である場

合にあって

は２３万８，

０００円に

１を超える

建築物の数

に２万９， 

０００円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

許可申請

のとき 

８８ 建築基準法第８６

条の２第１項の規定に

基づく１敷地内認定建

築物以外の建築物の建

築の認定の申請に対す

る審査 

１敷地内認定

建築物以外の

建築物の認定

申請手数料 

１件につき 建築物（１ 

敷地内認定

建築物を除

く。以下こ 

の項におい

て同じ。） 

の数が１で

ある場合に

あっては８

万２，００ 

０円、建築 

認定申請

のとき 



   物の数が２

以上である

場合にあっ

ては８万２，

０００円に 

１を超える

建築物の数

に２万９， 

０００円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

 

８９ 建築基準法第８６

条の２第２項又は第３

項の規定に基づく１敷

地内認定建築物又は１

敷地内許可建築物以外

の建築物の建築に関す

る特例の許可の申請に 

１敷地内認定

建築物又は１

敷地内許可建

築物以外の建

築物の建築に

関する特例許

可申請手数料 

１件につき 建築物（１

敷地内認定

建築物又は

１敷地内許

可建築物を

除く。以下

こ の 項 に 

許可申請

のとき 

対する審査   お い て 同 

じ。）の数 

が１である

場合にあっ

ては２３万

８，０００

円、建築物 

の数が２以

上である場

合にあって

は２３万８，

０００円に

１を超える

建築物の数

に２万９， 

０００円を

乗じて得た

額を加算し

た額 

 

９０ 建築基準法第８６

条の５第１項の規定に 

１の敷地とみ

なすこと等に 

１件につき ６，９００

円に現に存 

認定又は

許可の取



 基づく１の敷地とみな

すこと等による制限の

緩和に係る特例の認定

又は許可の取消しの申

請に対する審査 

よる制限の緩

和に係る特例

の認定又は許

可の取消し申

請手数料 

 する建築物

の数に１万

３，０００

円を乗じて

得た額を加

算した額 

消し申請

のとき 

９１ 建築基準法第８６

条の６第２項の規定に

基づく建築物の容積率、

建ぺい率、外壁の後退 

距離又は高さに関する

制限の適用除外に係る

認定の申請に対する審

査 

一団地の住宅

施設に関する

都市計画に基

づく建築物の

容積率、建ぺ 

い率、外壁の 

後退距離又は

高さに関する

制限の適用除

外に係る認定

申請手数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

９２ 建築基準法第８６

条の８第１項の規定に

基づく既存の１の建築

物について２以上の工

事に分けて工事を行う

場合の当該２以上の工

事の全体計画に関する

認定の申請に対する審

査 

既存の１の建

築物について

２以上の工事

に分けて工事

を行う場合の

当該２以上の

工事の全体計

画に関する認

定申請手数料 

１件につき ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

９３ 建築基準法第８６

条の８第３項の規定に

基づく既存の１の建築

物について２以上の工

事に分けて工事を行う

場合の認定を受けた全

体計画の変更に係る認

定の申請に対する審査 

既存の１の建

築物について

２以上の工事

に分けて工事

を行う場合の

認定を受けた

全体計画の変

更に係る認定

申請手数料 

１件につき  ２万８，０

００円 

認定申請

のとき 

９４ 密集市街地におけ

る防災街区の整備の促

進に関する法律（平成 

９年法律第４９号）第 

促進地区内防

災街区整備地

区計画区域内

の予定道路に 

１件につき １６万円 許可申請

のとき 



１１６条第１項の規定

に基づく建築物の敷地

と道路との関係の特例

の許可の申請に対する

審査 

係る建築物の

敷地と道路と

の関係の特例

許可申請手数

料 

   

９５ 租税特別措置法（ 

昭和３２年法律第２６

号）第２８条の４第３

項第５号イ、同項第７

号イ、第３１条の２第

２項第１５号ハ、第６

２条の３第４項第１５

号ハ、第６３条第３項

第５号イ若しくは同項

第７号イ又は第６８条

の６９第３項第５号イ

若しくは同項第７号イ

に規定する宅地の造成 

優良宅地造成

認定申請手数

料 

造成宅地の面積

が 

０．１ヘクター

ル未満のとき 

０．１ヘクター

ル以上０．３ヘ

クタール未満の

とき 

０．３ヘクター

ル以上０．６ヘ

クタール未満の

とき 

０．６ヘクター

 

 

８万６，０

００円 

１３万円 

 

 

 

１９万円 

 

 

 

２６万円 

認定申請

のとき 

が優良な宅地の供給に

寄与するものであるこ

とについての認定の申

請に対する審査 

 ル以上１ヘクタ

ール未満のとき

１ヘクタール以

上３ヘクタール

未満のとき 

３ヘクタール以

上６ヘクタール

未満のとき 

６ヘクタール以

上１０ヘクター

ル未満のとき 

１０ヘクタール

以上のとき 

 

 

３９万円 

 

 

５１万円 

 

 

６６万円 

 

 

８７万円 

 

９６ 租税特別措置法第

２８条の４第３項第６

号、同項第７号ロ、第

３１条の２第２項第１

６号ニ、第６２条の３

第４項第１６号ニ、第

６３条第３項第６号若

しくは同項第７号ロ又

は第６８条の６９第３ 

優良住宅新築

認定申請手数

料 

新築住宅の床面

積の合計が 

１００平方メー

トル以下のとき

１００平方メー

トルを超え、５

００平方メート

ル以下のとき 

５００平方メー

 

 

６，２００

円 

８，６００

円 

 

 

１万３，０ 

認定申請

のとき 



 項第６号若しくは同項

第７号ロに規定する住

宅の新築が優良な住宅

の供給に寄与するもの

であることについての

認定の申請に対する審

査 

 トルを超え、２，

０００平方メー

トル以下のとき

２，０００平方メ

ートルを超え、１

万平方メートル

以下のとき 

１万平方メート

ルを超え、５万

平方メートル以

下のとき 

５万平方メート

ルを超えるとき

００円 

 

 

３万５，０

００円 

 

 

４万３，０

００円 

 

 

５万８，０

００円 

 

９７ 租税特別措置法施

行令（昭和３２年政令 

第４３号）第４１条各 

号又は第４２条第１項

に規定する個人の新築

又は取得した家屋がこ

れらの規定に規定する

家屋に該当するもので

あることについての証

明の申請に対する審査 

住宅用家屋証

明申請手数料 

１件につき １，３００

円 

証明申請

のとき 

９８ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８

７号）第６条第１項の 

規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定

の申請に対する審査 

長期優良住宅

建築等計画認

定申請手数料 

申請１件につき、

次の（１）及び

（２）に掲げる

面積等の区分の

うち、当該申請

に係る住宅が属

する１の建築物

の床面積に該当

する区分に応じ

た額（当該住宅

が一戸建ての住

宅（住宅の用途

以外の用途に供

する部分を有し

ないものに限る。

以下同じ。）の

場合においては、

 認定申請

のとき 



  （１）のア又は

（２）のアに掲

げる額）（申請

に併せて長期優

良住宅の普及の

促進に関する法

律第６条第２項

の規定に基づく

申出があった場

合においては、

１の建築物につ

いて９の項に掲

げる額（申請に

係る計画に構造

計算適合性判定

を要する部分が

含まれる場合に

おいては１の建

築物について１

１の項に掲げる

額の手数料を加

えた額、建築基

準法第８７条の

２に規定する昇

降機に係る部分

が含まれる場合

においては当該

昇降機１基につ

いて１９の項又

は２１の項に掲

げる額の手数料

を加えた額）の

手数料を加えた

額）を、当該建

築物における認

定申請戸数で除

して得た額（１

００円未満の端

数があるときは、

これを切り捨て

る。）とする。

  



  （１） 申請に

併せて区長が

指定する者が

作成した長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第６

条第１項各号

（第３号を除

く。）に掲げ

る基準に適合

していること

を示す書類が

提出された場

合 

ア １００平

方メートル

以内のもの

イ １００平

方メートル

を超え、５

００平方メ

ートル以内

のもの 

ウ ５００平

方メートル

を超え、１，

０００平方

メートル以

内のもの 

エ １，００

０平方メー

トルを超

え、２，５

００平方メ

ートル以内

のもの 

オ ２，５０

０平方メー

トルを超え、

５，０００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７，２００

円 

 

１万３，０

００円 

 

 

 

 

２万３，０

００円 

 

 

 

 

３万２，０

００円 

 

 

 

 

 

６万１，０ 

００円 

 

 

 



平方メート

ル以内のも

の 

 カ  ５，００

 

 

 

１０万４， 

  ０平方メー

トルを超え、

１万平方メ

ートル以内

のもの 

（２） （１）

以外の場合 

ア １００平

方メートル

以内のもの

イ １００平

方メートル

を超え、５

００平方メ

ートル以内

のもの 

ウ ５００平

方メートル

を超え、１，

０００平方

メートル以

内のもの 

エ １，００

０平方メー

トルを超え、

２，５００

平方メート

ル以内のも

の 

オ ２，５０

０平方メー

トルを超え、

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

カ ５，００

０００円 

 

 

 

 

 

 

４万７，０

００円 

 

１０万９，

０００円 

 

 

 

 

１７万５，

０００円 

 

 

 

 

３４万５，

０００円 

 

 

 

 

 

６１万７，

０００円 

 

 

 

 

 

１０６万２，

 



０平方メー

トルを超え、

１万平方メ

ートル以内

０００円 

  のもの   

９９ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法律

第８条第１項の規定に

基づく長期優良住宅建

築等計画の変更の認定

の申請に対する審査 

長期優良住宅

建築等計画変

更認定申請手

数料 

申請１件につき、

前項（１）のア

からカまで又は

同項（２）のア

からカまでに掲

げる面積等の区

分のうち、当該

申請に係る住宅

が属する１の建

築物の当該計画

の変更に係る部

分の床面積に２

分の１を乗じて

得た面積（床面

積の増加する部

分にあっては当

該増加する部分

の床面積）の合

計に該当する区

 変更認定

申請のと

き 

  分に応じた額（

当該住宅が一戸

建ての住宅の場

合においては、

前項（１）のア

又は同項（２）

の ア に 掲 げ る

額）（申請に併

せて長期優良住

宅の普及の促進

に関する法律第

８条第２項にお

いて準用する第

６条第２項の規

定に基づく申出

があった場合に

  



おいては、１の

建築物について

１３の項、１５

の項又は１７の

項に掲げる額（

申請に係る計画

に構造計算適合

性判定を要する

部分が含まれる

場合においては

１の建築物につ

いて１１の項に

掲げる額の手数

料を加えた額、

建築基準法第８

７条の２に規定

する昇降機に係

る部分が含まれ

る場合において

は当該昇降機１

基について１９

の項又は２１の

項に掲げる額の

手数料を加えた

額）の手数料を

加えた額）を、

変更認定申請戸

数で除した額（

１００円未満の

端数があるとき

は、これを切り

捨てる。）とす

る。 

１００ 長期優良住宅の

普及の促進に関する法

律第９条第１項の規定

に基づく譲受人を決定

した場合における長期

優良住宅建築等計画の

変更の認定の申請に対 

認定を受けた

長期優良住宅

建築等計画に

基づく建築に

係る住宅の譲

受人を決定し

た場合の当該 

１件につき ２，１００

円 

変更認定

申請のと

き 



 する審査 計画の変更認

定申請手数料 

   

１０１ 長期優良住宅の

普及の促進に関する法

律第１０条の規定に基

づく長期優良住宅建築

等計画の認定を受けた

地位の承継の承認の申

請に対する審査 

長期優良住宅

建築等計画の

認定を受けた

地位の承継の

承認申請手数

料 

１件につき ２，１００

円 

承認申請

のとき 

 



   付 則 

 この条例は、平成２１年６月４日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料を

新設するとともに、規定を整備する必要があるので、この条例案を提出

いたします。 


